
米国における対日輸出認定施設の現地査察結果  

平成18年12月26日  

厚 生 労 働 省  

農 林 水 産 省  

11月26日から12月．13日まで、米国における牛肉の対日輸出認定施設  

について現地査察等を行い、対日輸出プログラムの遵守について検証したと土  

ろ、結果以下のとおり。  

・期  間：11月26日（日）～12月13日（水）  
・対象施設二対日輸出認定施設8施設（うち2施設は米国側抜き打ち査察に  

同行）  

・実施者：厚生労働省、農林水産省の担当者1チーム（計3名）  

1 通常査察及び抜き打ち査察の結果  

（1）対日輸出プログラム及びHACCPプランについて、日本側による前回   

現地調査（6月24日から7月23日）以降の変更の有無及び変更内容   

① 対日輸出プログラム  

日本側による前回現地調査（6月24日から7月23日）以降の変更  

の有無及び変更内容を確認したところ、日本側の前回現地調査における  

指摘事項の内容も含め、変更内容がマニュアルに反映されるなど、適切  

に対応されていた。また、従業員の研修についても（4）の事項を除き  
特段の指摘事項は確認されなかった。   

② HACCPプラン  
日本側による前回現地調査（6月24日から7月23日）以降のHA  

CCPプランの変更の有無及び変更内容を確認したところ、変更内容が  

施設のHACCPプランに反映されるなど、適切に対応されていた。  

（2）対日輸出された製品に関する生体受入、月齢確認、特定危険部位（SR   

M）除去、部分肉処理及び出荷等の記緑  

7月27日の輸入手続再開後に日本向けに出荷された製品の対日輸出プ   

ログラムの適合状況について、生体受入、月齢確認、特定危険部位（SR  
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M）除去、部分肉処理及び出荷等の記録確認したところ、特段の指摘事項  

は確認されなかった。  

（3）対日輸出製品に関する現場作業（生体受入、月齢確認、と畜解体、部分   

肉処理、製品の保管・出荷等）  

現場の作業状況については、施設内への立ち入り及びインタビューによ   

り以下の事項について調査したところ、（4）の事項を除き特段の指摘事   

項は確認されなかった。   

① 生体受入  

ア 生体の受入時には、農場（フィードロット）名、品種、性別等の関  

係情報を確認するとともに、日本向けの月齢確認牛（フィードロット  

から受け入れた生産記録がある牛）については、待機区画（ペン）で  

分別管理され係留されていること。  

イ 米国農務省（USDA）食品安全検査局（FSIS）の検査官により、  
生体検査が適切に実施されていること。   

② 牛の月齢確認  

ア 施設において、日本向けの月齢確認牛について20ケ月齢以下であ  

ることを生産記録により確認されていること。  

イ USDA格付官が、USDAq）規定に基づいてEl本向け枝肉につい  

て生理学的成熟度（A40）の判定を実施し、その記録が保管されて  

いること。   

③ と畜解体  

ア ピッシングの禁止、せき髄などのSRM除去、枝肉の高温・高圧洗  

浄などの適切な処理が行われていること。  

イ 月齢確認牛の枝肉・内臓は、タグ等により他の枝肉・内臓と区分さ  

れていること。  

ウ A40基準により20ケ月齢以下と判定された牛由来の内臓につい  

ては、合札等により枝肉と突合されていること。  

工 A40基準を使用した場合、USDA格付官が最終的にA40と判  

定した枝肉に「USDA認証スタンプ」を押印することにより他の枝  

肉と区分されていること。   

④ 部分肉処理  

ア 日本向け牛肉について、せき柱が適切に除去されていること。  

イ 日本向け部分肉処理について、作業開始時から行うことや、前後に  

時間的間隔を設けること（グレードチェンジ）により、日本向け以外  

の牛肉の混入が防止されていること。   

⑤ 製品の保管・出荷  
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ア 日本向け牛肉・内臓の箱詰後は、各企業が定めた製品管理番号によ   

り管理されていること。  

イ 冷蔵庫内において、日本向け以外の牛肉一内臓と適切に区分されて   

いること。  

（4）指摘事項  

7月27日の輸入手続き再開以降に対日輸出された製品に関する記録   
や、対日輸出製品に関する現場での作業状況等を確認したところ、一部の   

施設に以下の指摘事項があったものの、いずれも対日輸出条件に影響する   

ものではない。これらの指摘事項のうち、①及び（∋のエについては、既に   

施設側の改善措置がとられていることを確認しており、その他のものにつ   

いては、査察の終了後から30日以内に改善措置がとられる。  

（D 日本側指摘事項  

日本側による前回現地調査でと畜解体工程において一部の枝肉の仙骨  

部分にせき髄が少量残存していた施設で、せき髄除去作業を行う従業員  

に対する追加研修が実施され、現場ではせき髄が適切に除去されていた  

が、研修記録が適切に保管されていなかった。   

② 米国側指摘事項  

ア 月齢確認牛の受入時に個体確認は適切に実施され、適格牛のみが対  

日輸出プログラムの対象となっていたが、マニュアルに具体的な手順  
の記述が不十分であっった。  

イ A40枝肉は、Jスタンプを押印した上で冷蔵庫内の専用レールに  

保管され、適切に管理されていたが、Jスタンプの押印の確認など、  

対日輸出プログラムの実施状況を確認する業務（モニタリング）を部  

分肉加工前に実施する手順について、マニュアルに具体的な手順の記  
述が不十分であった。  

り 訓練を受けた従業員は対日輸出条件を含む品質システム評価（QS  

A）プログラム上の自己の責任を熟知しており、QSAプログラムを  

遵守していたが、訓練の記録に、受けた訓練の対象国名等が記入され  

ていなかった。  

工 モニタリングについて、担当従業員はQSAプログラム上の自己の  

責任を熟知しており、適切に業務を実施していたが、当該従業員の訓  
練記録がなかった。  

オ 部分肉加工時にせき柱は適切に除去されており、そのモニタリング  

も定期的に実施されていたが、日本向けの処理時間中にモニタリング  

が実施されていない場合があった。なお、出荷時のモニタリングでは  

確認が行われていた。  

－3－   



力 製品製造上の指摘事項ではないが、施設が実施した内部監査につい   

て、内部監査の実施者が自己の責任範囲も含めて監査を実施しており、   

客観性の確保の点から好ましくない状況があった。  

2 スイフト社グリーリーエ場の調査結果   

12月7日にUSDAから提出された原因と改善措置に関する調査報告書   
の内容について、施設への立ち入り及びインタビュー等により確認したとこ   

ろ、以下の改善措置は確実に履行される体制が整備されていることを確認し   

た。また、輸入手続を保留している製品に関する生体受入、月齢確認、SR   

M除去、部分肉処理及び出荷等の記録を確認したところ、特段の指摘事項は   

確認されなかった。  

【改善措置の内容】  

（D 日本向け製品以外の混入を検知し、除外するようスキャニング手順の   

修正（再プログラミング）を行うこと。  

② 包装ラインに日本向け製品のみを流すこと。  

③ 日本向け製品については、日本向け出荷に先立ち、確認のためのスキ   

ャン、手作業での点検及びラベルの目視確認を行うこと。  

3 米国農務省農業販売サービス局（AMS）の査察内容の検証  

日本側による査察と同時に実施されたAMSの査察について実施内容を確   

認したところ、AMSの査察において対日輸出プログラム及び関係記録の確   

認、施設内の立ち入り、施設側へのインタビュー等は適切に実施されており、   

対日輸出プログラムの遵守体制の査察について特段の指摘事項は確認されな   

かった。  

1 今後も、引き続き、対日輸出実績のある対日輸出認定施設の査察を実施す   

ることにより、米国側による対日輸出プログラムの遵守体制の検証を行うこ   

ととする。  

2 スイフト社グリーリーエ場については、本日より、輸入手続の保留措置を   

解除することとする。  
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対日輸出プログラムの実施状況  

項 目   
香結 

調 集     準芳享＝ニ  努琴召∴′  準琴亭  帯革炉三三  施設亭？？二‥  施設8∴ミニ  溝設7∴，  施設寧 
l品∫t理システ  
ム  に定  

1．1全般的象件   
めに  
し、   

1．2田舟彙件  
1．2．1全般   

l．2．2品1マニユ  
アル   ばならない。  

L2．3 文tt理  企業  
理し   

l．2．41睨■t毒  企業は、QSAプログラムの要求事項、特定製品条件  
の適合、及びQMSの効果的運営の証拠を提示するた  
めに記録を作成し、維持しなければならない。  

、日輪出品処理に関する記壷剥ま一切に保管されて  
＼るか。  

2 1嘗t≡tt任  運営管理者は、QMSに関する責任と権限を明確にし  
なければならない。  

3人的暮∬一能  
力、匪■、聯l練   

適切に文 化されているか。  

ラムと他国向けロラムの違いに  

研修が行われているか。  

に携わる従事者全具に適切な研修を  

まで対日EV ロクラムの周知力図ら  

価が行われているか。  

研修の記録が適切に保存されているか。  レ  レ   レ  

4≠品の処t那エ  
二こ二  ムの  

4．1全般   きた  
がで  
る能  
によ  
てl   

4．2賢け入れ遺  
稗   ムに用いた製品が特定受け入れ条件を満たすことを確  

保徹底するために必要な検査またはその他の作業を定  
め、実施しなければならない  

受け入れ手順が適切に文書化されて  レ  レ  

供給者の選定・評価力冒適切に行われ  

供給者リストが適切に維持されてい  

受け入れが手順どおり行われている  

ットが願入、待機ベンなとで切に  
ているか。  
ットのフィードロットが特定出来る  

確認牛の受け入れに関する記録が適  
ているか。  



対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  
調香結集  

二†三   首1．、r  鱒翠第ン・二：、、  特許幣：二  藻琴整学制    嬰琴軒L‡‡  ニ⊥・予  無害酢 
l．8■刑責ホと  
トレーサビリテイ   

ための文書化された手順を有していなければならな  
い。  

製眉  
けれ  
永久   

製扇  
処理  
別表   

企業は、識別された全ての製品の記録と、識別の変更  
の全ての記録を維持しなければならない。  

4．4♯晶の■曾  
性のt持   適合性を維持しなければならない。  

冷蔵庫搬入時に対日輸出製品であることを確認し  
ているか。  

による識別は可能か。  

のグレードチェンジなどの対日輸出  
は適切か。  

ヤップの時間は十分か。前後のロツ  
存しないか。  

枝肉のみがカット室に搬入されるよ  
いるか。  

輸出品の処理時のみ保管庫から出さ  

放その他の内臓は対日輸出品とそれ  
理が適切に行われているか。  

、米国内又は他国向けと区別してい  

出荷時に対日輸出製品であることを確認している  
か。  

4．5モニタリン  レ  
グ   実施するモニタリングの手順を定めなければならな  

い。  

企業は、検証の音己録を保持しなければならない。  

51什瀾・分析・歌  
●   計画し、実施しなければならない。  

5．2モニタリン  
グと肘カ   顧客の認識をモニタリングしなければならない。この  

情報はQMSの実績としてレビューしなければならな  
い。  

5．2．1】■馨の  
縞足よ   ば尤   

企業は、顧客の認識に関わる記録を保存Lなければな  
らない。  

5．2．2過糧のモ  
ニタリングおよぴ  
計測   

これらの方法では、この管理プロセスが製品の要求事  
項を満たすことが可能なものであることを証明しなけ  
ればならない。  

製品の要求事項を満たさない場合、製品の適合性を碓  
保するために、適切な修正や是正措置を講じなければ  
ならない。  

5．2．3耳鼻のモ  レ   レ  レ  
ニタリング・計測   

ならない。これは、製品処理加工過程の適切な段階で  
実施しなければならない。  

企業は、当局や顧客の認可等を受けていない場合に  
は、製品の出荷、配送の前に、製品が要求事項を満た  
していることを確保しなければならない。  

企  
た  
lコ ロロ   



対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  
結集  

調 香    埠翠1∴∵  鱒琴㌢  施琴3′  鱒翠街≒  碑設 亭1て∴  碑翠6、  聯野  鱒翠寧 

5．8QMS内の  
不■全製品のt理   

ければならない。  

企業は、不適合製品の管理を具体的に定める文書化さ  
れた手順を備えていなければならない。  

企業は、不適合製品を適切に取り扱わなければならな  
い。  

不適合製品の修正が行われた場合には、製品条件への  
適合を証明するため、再検証を行わなければならな  
い。  
企業は、出荷または使用開始後に不適合製品が見つ  
かった場合、適切な措置を講じなければならない。  

企業は、不適合晶の許容を含む、不適合製品とその後  
の措置を記録しなければならない。  

5．4改■  企業は、品質目標、顧客からのフィードバック、監査  
5．4．1♯横的故●   結果、是正措置、予防措置に基づいて、OMSの有効  

性を継続的に改善しなければならない。  

企業は、変更を計画・実施する場合、QMSの信根性  
を確保しなければならない。  

5．4．2是正糟t  企業は、不適合の再発を予防するために、不適合の原  
因を除去する措置を講じなければならない。  

是正措置は、発生した不適合の影響に適切なものでな  
ければならない。  

企業は、実施したあらゆる措置の発毛果を記録しなけれ  
ぱならない。  

5．4．3予防檜t  企業は、不適合の発生を予防するために、不適合が発  
生する可能性がある原因を無くすための措置を定め、  
実施しなければならない。  

予防措置は、発生する可能性がある問題の影響に対し  
適切なものでなければならない。  

企業は、実施したあらゆる措置の輯果を記録しなけれ  
ぱならない。  

‘その他の彙件  
8．1〟モ¢1030J  

8．l．1内部t暮   
‡計画されたとおり適切に実施されているか。   レ  

企業は内部監査を具体的に定める明確に文書化された  
手順を備えていなければならない。  

軽営者は、監査場所で検出された不適合やその原因を  
遅滞なく改善する措置を確保しなければならない。  

企業は、内部監査の記録を保持しなけれほならない。  

6．l．2供輪■リ  
スト   い。  

6．1．3十別♯示  
集件   よる月齢判別」を適用した枝肉は、試験に合格した∪  

SDA評価官の評価・認可を受けたのち、その旨を表  
示しなければならない。この識別表示は、過程と製品  
の適合性を保証するために、加工・包装・保存・出荷  
の過程を通じて保たなければならない。  

出荷書類（積荷証券、出荷目録、保証書）には、l製  
品は日本向けEVプログラム条件を満たす」との記述が  
なければならず、製品と製品iを明示しなければなら  
ない。  

認定企業が製造した適格品で、日本向けEVプロゲラ  
ム条件を満たすと識別された製品は、「製品は日本向  
けEVプログラム条件を満たす」との記述のあるFS  
IS輸出証明書を受け取る。  



対日輸出プログラムの実施状況  

項 目   無露柱㌶  襲渠軍 r  榔雲ぎ    r∴⊥こi；   

朋）による  8．l．一人  

月■証明   齢証明の手順が適切に文書化されて  

使用方法など、A40による月齢証明が  

われているか。  

齢証明に関わる職 が 切に研修を  

椿を有する食肉格付け官がA40判定  
か。  

は適切か。  
40による月齢証明の記録が適切に保存されてい  
るか。  

6．2追加条件  
¢．2．1Q＄A－E  
∨プログラムマ  
ニュアル   コヒ  

閲覧   

¢．2．2カナダt  
牛の供給書   たカナダ産牛の供棺者は、施設の認可供給者リストに  

記載されなければならない。  

¢．2．3 ＄榊傭云  せき髄除去は、FSIS最終検査場所の前に実施しな  
ければならない。  

築後肉眼的にせき柱管内にせき髄が残  
＼  

られた廃棄容器に入れられている  

枝肉検査はせき儲除去後に行われているか。  

回腸  
て実   

回腸遠位部は定められた廃棄容器に入れられてい  
るか。  

20カ月齢以下の牛の枝肉のせき柱は、日本向け製品  
の分割中に部分肉から除去しなければならない。  

せ  
き柱  
じ   

方法は適切か。  

せき柱はあらかじめ定められた廃棄容器に入れら  
れているか。  

8．2．480ケ月  
●以上の校内との  
分別   

対日輸出用の枝肉は、30ケ月齢以上の枝肉と接  
触していないか。  

8．2．5青の書生 的な除去  ほl ら  除去しなければならない。ほほ肉と舌は常に、他の  
頭p  
ら尤   

晶とそれ以外の分別管理が適切に行  

乳頭より近位が残存しないように除  
か。  

られた廃棄容暑引こ入れられている  

去方法は適切か。  

頭部と接触しないように処理されて  



対日輸出プログラムの実施状況   

項 目  鱒琴1ン′  埠芦芦1、′  施設3■三  施設ヰ 提琴6  押野  弊翠㌢、   

8．2．¢QSA－E  
∨プログラム董董  
書告●   おいて、FSISと議論することを徹底するための文  

壬化された手順を含まなければならない。また、適合  
を示す記録を保持しなければならない。  

8．2．丁企井の供  

絵葉書－■   入れる場合には、供給業者リストに記載されていなけ  
ればならない。  

企業は、VrVIYI．amS．USda．gov／lsE／arc／audit／bev．htrnの  

公式認可供給者一覧を検討し、その供給者が特定国に   
ついての適格な業者であることを確保しなければなら  
ない。  

6．2．8上品リス  
ト   に出荷できる全ての適格品リストを記載しなければな  

らない。適格品は全て、製品を署名入り輸出申請書  
（FStS手式9060－6）に製品を記載する前に認可リ  

ストに記載しなければならない。輸出者は、FSIS  
書式9060－6ヒ署名することで、リストに記載された全  
ての製品の適格性を示すことになる。EVプログラム  
に基づき製造する必要がない製品は、認可製品リスト  
に記載しない。  

6．2．8AM＄和  
・■＝＝＝   のための確認中告壬を請求しなければならない。  

6．2．10さらに加  
エする製品につい  
てのAM8櫨匪申  
告●   のAMS確認中告壬を添付しなければならない。  

指摘事項  （日本側による指摘） ①日本側による前回現地調査でと畜解体工程において  088 ③  ②  
一部の枝肉の仙骨部分にせき髄が少暮残存していた施  
設で、せき髄除去作業を行う従業員に対する追加研修  
が実施され、現場ではせき髄が適切に除去されていた  

⑤  ④   

が、研修記録が適切に保管されていなかった。  

（米国側による指摘）  

⑥  

②月齢証明牛の受入時に個体確認は適切に実施され、  
適格牛のみが対日輸出プログラムの対象となっていた  

⑦   

が、マニュアルに具体的な手順の記述が不十分であっ  
た。  
③A40枝肉は、Jスタンプを押印した上で冷蔵庫内  
の専用レールに保管され、適切に管理されていたが、  
Jスタンプの押印の確認など、対日輸出プログラムの  
実施状況を確認する業務（モニタリング）を部分肉加エ  
前に実施する手順について、マニュアルに具体的な記  
述が不十分であった。  
④訓練を受けた従業員は対日輸出条件を含むQSAプ  
ログラム上の自己の責任を熟知しており、QSAプロ  
グラムを遵守していたが、訓練の記録に、受けた訓練  
の対象国名等が記入されていなかった。  
⑤モニタリングについて、担当従業員はQSAプログ  
ラム上の自己の責任を熟知しており、適切に業務を実  
施していたが、当該従業鼻の訓練記録がなかった。  
⑥部分肉加工時にせき柱は適切に除去されており、、  
そのモニタリングも定期的に実施されていたが、日本  
向けの処理時間中にモニタリングが実施されていない  
場合があった。なお、出荷時のモニタリングでは、確  
認が行われていた。  
⑦製品製造上の指摘事項ではないが、施設が実施した  
内部監査について、内部監査の実施者が自己の責任範  
囲も含めて監査を実施しており、客観性の確保の点か  
ら好ましくない状況があった。  

注：米国農務省より、施設が特定できる情報は非公表との要請があった。  




